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１３：５５ 開会 

 

○ 志村小委員長 

 それでは、委員全員そろいましたので、本日の会議を始めさせ

ていただきたいと思います。定刻になりましたので、ただいまか

ら、食料・農業・農村政策審議会生産分科会果樹部会第６回産

地・経営小委員会を開催させていただきます。 

 委員の皆様には、お忙しいところ、ご出席いただきまして誠に

ありがとうございます。 

 まずは、お手元の資料の配付資料一覧を御覧願います。資料は

１から７まで、それから参考資料が１から５までございますの

で、ご確認をお願いします。資料等でないものがございましたら

手を挙げて事務局の方に申し出てください。 

 それでは、事務局を代表しまして、果樹花き課長からご挨拶を

いただきます。 



○ 竹原果樹花き課長 

 産地・経営小委員会の委員の先生方におかれましては、ご多忙

の中、ご出席いただきありがとうございます。特に志村先生にお

かれましては、引き続きとりまとめの労をお執りいただき感謝申

し上げます。 

 本日は、第６回ということですが、１２月１７日に果樹部会の

開催を予定しております。その前ということで大切な小委員会と

位置づけており、四つの項目を用意しております。 

 一つは、「主要果樹の生産動向等について」ということであり

ます。これは需給小委員会でご了解頂いた資料ですけれども、生

産に関わる話でございますので、技術的観点から必要なご指摘を

いただきたいと考えております。 

 二つ目は、「果樹における持続的農業の現状と今後の方向」で

あります。中間論点整理で、さらに検討を進める必要があるとさ

れておりました、多面的機能、鳥獣害対策につきまして、事務局

で一定の整理をいたしましたのでご説明させていただきます。 

 三つ目は、本日の中心の議題の一つと考えております「果樹農

業における産地・担い手対策の今後の方向」であります。中間論

点整理で示されました仮称でございますけれども、果樹産地構造

改革計画をどのように考えるか、また、果樹における担い手のと

らえ方をどう考えるべきかにつきまして事務局案を基にご議論賜

りたいと考えます。 

 四つ目は、第三点目の議題を踏まえた、本日のもっとも重要な

議題と考えておりますが「果樹農業における経営支援対策等の今

後の方向」でございます。中間論点整理では、アンケート調査を

踏まえながら、現行の経営安定対策と果樹共済の検証を行うこと

が必要となっておりました。今回はその検証を基に、今後の経営

支援対策の方向について事務局案を提示しておりますのでご検討

をよろしくお願い致します。 

 繰り返しますけれども、三つ目、四つ目の議題は、１２月１７

日の果樹部会での議論の整理におきます中心課題と考えられま

す。委員の皆様には、活発なご議論をお願い申し上げます。 

 以上、簡単ですが挨拶といたします。 

○ 志村小委員長 

 どうもありがとうございました。ただいま課長のご挨拶の中に

もありましたとおり、本日の第６回小委員会においては、議題が

５つございます。 

 一つ目は、需給小委員会で御議論いただいている需要見通しに

関連しまして、本日の「主要果樹の生産動向等について」の報

告、それから、二つ目は、中間論点整理の中でも触れております

「果樹における持続的農業の今後の方向について」、三つ目は、

以前より議論いただいております「果樹農業における産地・担い

手対策の今後の方向について」、四つ目は、「果樹農業のおける

経営支援対策等の今後の方向について」それぞれ事務局からの説

明を受け、後に御意見をいただきたいと考えております。 

 その後、小委員会として、論点整理に向けた意見集約を行いた

いと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 



 なお、意見集約に当たりましては、具体的なご意見につきまし

ては、８月の中間論点整理を基に、更に盛り込むべき事項がある

かとの観点より御意見をいただければと考えております。 

 中間論点整理を取りまとめる前の議論まで遡ってしまいます

と、議論が収束しなくなると考えますので、その点について御留

意の上、御意見いただければと考えております。 

 ここまでで、特に御質問・御意見等ございましたら、お願いい

たします。 

 特にないようですので、本日の小委員会も委員皆様からの積極

的な御発言により実りのあるものとなりますよう、宜しくお願い

します。それでは、事務局よりご説明をお願いします。 

○ 西嶋課長補佐 

 それでは、資料３「主要果樹の生産動向等」について、報告さ

せていただきます。こちらにつきましては、１１月１１日の第５

回需給小委員会で、主要果樹の需給見通しの議論のために現状の

生産動向ということで、ご説明させて頂いた資料でございます。

生産に関わる部分もございますので、資料について簡単にご報告

させていただきたいと考えております。 

 １枚めくって頂きまして目次でございます。果樹の生産動向、

栽培面積、生産量の動向、単収の動向、あと個別の品目につい

て、生産動向を整理させていただいている資料でございます。個

別の品目のご説明は省略させていただき、果樹の生産動向の１ペ

ージ目、２ページ目について簡単にご説明させていただきたいと

思います。 

 １枚めくっていただきまして、１ページ目でございます。果樹

の生産動向ということで、２月２０日の果樹部会のときにもご説

明させていただいた資料でございます。栽培面積は、昭和４９年

の４４万haをピークにその後一貫して減少し、生産量は、４００

万トン前後での推移と右のグラフで整理をさせていただいており

ます。 

 それから、品目別に見た場合、みかんからももまでの上位６品

目で、全体のほぼ８割を占めています。品目別に見ますと、みか

んやなつみかん、はっさくなどは、新しいものを除いて一貫して

減少。りんごは横ばい。なし、かき、ぶどう、ももは、減少割合

は小さくなっているものの引き続き減少。いよかん、うめは増加

傾向にあったが最近は減少。不知火、西洋なし、おうとう等は増

加傾向にあるということでございます。それから、次のページ、

単収でございます。単収につきましては、多くの品目で、年次間

変動等ございますけれども、横ばいなりやや増加傾向で推移して

います。新しい品種への改植などによって単収については増加傾

向にあると整理させていただいております。３ページ以降は個別

品目ですので、お目通しいただけいれば幸いでございます。それ

から、最後の２２ページでございますけれども、前回の１０月２

５日の産地・経営小委員会においてご議論いただいた資料でござ

います。今後の技術対策の方向ということで、こちらで整理させ

ていただいた資料で今後とりまとめようということで、前回の小

委員会でご議論いただきました。 



 その際にも申し上げましたけれども１１月９日の食料・農業・

農村政策審議会企画部会で、生産対策についてもご議論いただき

ましたけれども、個別の果樹の生産対策について修正が必要とい

う議論はございませんでしたので、小委員会で取りまとめたこの

方向で今後、論点の整理なり基本方針の策定なり進めて参りたい

と思っております。以上でございます。 

○ 志村小委員長 

 ありがとうございました。本日の議事進行に当たりまして、そ

れぞれ専門的かつ広域にわたるため、ある程度委員皆様の御意見

が出るまでの間、お手数ですが、私の方から指名の上、進めさせ

ていただければと考えております。また、前回どおり委員皆様か

らご意見いただいた内容については、私が要約する形で進めさせ

ていただければと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 なお、需給見通しは、需給小委員会で御議論していただいてい

る関係上、本小委員会として、特に時間をかけるつもりではござ

いませんが、今回の報告について、特にご質問等ございました

ら、よろしくお願いします。 

 この資料については、委員のご指名等させていただかなくても

よろしいかと思いますので、ご質問等ございましたらよろしくお

願いします。 

 特にございませんようですので、先程のご説明にもありました

ように、資料の２２ページの図の方向（生産・技術対策）で事務

方に取りまとめをお願いするということで、よろしくお願いしま

す。 

 それでは、引き続きまして、「果樹における持続的農業の現状

と今後の方向」について、事務局より資料４を説明していただい

た後に、議論していきたいと思います。では、ご説明をお願いい

たします。 

○ 西嶋課長補佐 

 それでは、資料４の「果樹における持続的農業の現状と今後の

方向」について、説明させていただきます。一枚めくりまして、

目次をご覧いただきます。持続型農業の関係では、第４回産地・

経営小委員会において、地球温暖化関係の研究の状況を説明させ

ていただき、前回の第５回の小委員会では、環境保全型農業等に

ついてご議論いただきました。今回は、残っております果樹農業

の多面的機能と鳥獣害対策について、現時点で私どもの整理でき

るものを資料で取りまとめさせていただいております。 

 一枚めくっていただきまして１枚目に果樹部会と企画部会にお

いて、それぞれ多面的機能、鳥獣害について整理いただいたもの

を記述しております。下の果樹部会の中間論点整理で留意事項に

書かれておりますように「果樹生産が果たす多面的機能について

検討が必要である。」、それから、その下にありますように、

「鳥獣害対策等を含めた生産技術について今後さらに検討が必要

である。」という整理をいただいておりまして、多面的機能と鳥

獣害対策について説明いたします。 

 それから次のページ、２ページ目になります。農業の持つ多面

的機能ということで、果樹の多面的機能について、国の研究機関



等いくつか調べたところですが、果樹について限定的に調べたも

のがありませんでしたので、今回につきましては、農業全体の多

面的機能、それから、多面的機能を維持・向上させるために中山

間地域等直接支払制度で、畑の取組として果樹園の事例がありま

すので、こちらを紹介させていただきます。 

 ２ページ目、農業の有する多面的機能ということで、下に表を

示しております。こちらについては、平成１３年１１月に日本学

術会議が、農業・森林の多面的機能の評価について答申としてま

とめたもので、代替法やトラベルコスト法等により、多面的機能

の貨幣評価も含めて取りまとめられております。これは、様々な

多面的機能がある中で、現時点で貨幣評価できる、洪水防止機能

や保健休養・やすらぎ機能等について、評価したものであり、合

計は示されておりません。 

 この中で、右下に示しておりますけれども、洪水防止機能、土

壌浸食防止機能や土砂崩壊防止機能として、答申の中では、畑の

機能として評価されております。それから、保健休養・やすらぎ

機能は、農村としての評価であり、果樹も当然含まれていること

から、以上、果樹の多面的機能として示させていただいておりま

す。 

 ３ページ目でございます。中山間地域の直接支払の協定締結面

積の水田と畑の合計が左側に書いておりますけれども、畑の協定

締結面積は全体の１０％程度あります。この畑の中で、果樹がど

れだけあるかについて分からないため定量的なデータはありませ

んが、担当者に聞くと果樹の取組例が多いということで、優良な

取組として、中山間地域の取組事例ということで整理されており

まして、全国で２２３事例紹介されております。果樹を対象にし

たものは３２事例あり、果樹についての取組も紹介されておりま

す。中山間地域等直接支払制度につきましては、農業生産活動を

維持し中山間地域の耕作放棄地の発生を防止して、多面的機能を

確保するという制度でございまして、右下の事例にありますよう

に、かん水施設の運営・管理でありますとか、高齢化により耕作

の継続ができなくなった農地の維持・管理等への取組みによっ

て、多面的機能の維持・向上が図られております。 

 中山間地域等直接支払制度につきましては、４ページ、５ペー

ジに示しておりますが、事業そのものは平成１６年度に終了する

こととなっております。現在、平成１７年度の予算要求がされて

おり、１７年度以降の取組に向けて、中山間地域等直接支払制度

の検討会が設けられ、その検討会で、事業の検証、課題の整理が

されております。多面的機能の維持・向上に向けて一定の効果が

あったということで、今後とも積極的な取組みが必要という形で

整理されておりまして、こういった検証を踏まえて、現在、１７

年度以降の予算要求が、行われている状況でございます。以上、

多面的機能についてでございます。 

 それから６ページ目、果樹農業における鳥獣害対策ということ

で、鳥獣被害の状況、それから、取組みの状況、現状、今後の方

向ということで整理しております。６ページには、左下に、被害

の状況を棒グラフで示しておりますけれども、鳥獣による被害の

状況につきましては、市町村を通じ調査をしております。被害額



が、全体で２００億円程度ある中で、果樹で約７０億円も被害が

ある状況にあり、作物の中でも被害が大きくなっております。収

穫物の単価が高いため、果実が被害をうけると被害額が大きくな

ることも考えられます。 

 右に、平成１４年度の果樹の被害を、鳥獣別に分析したものを

示しておりますが、カラスやヒヨドリ等の鳥の被害が大きくなっ

ております。 

 左下に、鳥獣への対応ということで、駆除であるとか実際に農

地を囲む電気柵や防護柵、それから威嚇のような防止策が現場で

取り組まれているということであります。 

 それから右側、国における鳥獣害対策を整理しております。侵

入防止策や電気柵等の被害防止施設の整備等のソフト的な支援や

ハード的な支援、さらに試験研究機関により、鳥獣の生態や被害

の防止に必要な知見を高めるための試験研究が行われておりま

す。 

 右下にございますように、中山間地域等直接支払制度を活用し

て、防護柵を設置している事例もあります。 

 最後の７ページ目です。鳥獣害対策の今後の方向ということ

で、中長期的な視点からの対策と地道な対策が必要と考えており

ます。左下に鳥獣保護管理計画について示しておりますが、平成

１１年に鳥獣保護法が改正されまして、個体数が増加して農業に

被害をもたらすような鳥獣については、保護管理が必要であると

いうことで、県単位で鳥獣保護管理計画を立てていただいて、そ

の計画の中で、科学的な知見で、どれくらいの個体数を保護・管

理するのかとういうような、個体数の目標、鳥獣の生息環境を整

備する取組を策定し、農産物の被害の防止対策を総合的に実施す

るという制度になっております。ただ、鳥獣の個体数や生態など

のデータが不足している状況のため、農林水産省の研究として、

左下に「野生鳥獣による農林業被害軽減のための農林生態系管理

技術の開発」を書いておりますけれども、具体的に、被害のでな

い個体数はいくらであるとか被害発生と生息環境の関係などにつ

いての成果を蓄積しておりまして、このようなデータを県等に還

元して、鳥獣保護の管理計画を立てていただいて、順次、右側に

書いております、個体数の管理であるとか、生息環境の管理であ

るとか、農作物の被害防止対策というのを一体的に進めていくこ

とが必要であるということで整理しております。以上でございま

す。 

○ 志村小委員長 

 どうもありがとうございます。ただいまの資料・説明に対し

て、ご意見等いただきたいと思います。 

○ 北口委員 

 特にありませんが、鳥獣害の関係では、三重県の方で、牧羊犬

による取組みで被害を軽減しているような取組みも最近行われて

きているので、これからは、鳥獣被害で重要な対策になるのでは

ないかと考えます。鳥獣害については、あと、多目的防災網を張

っているにもかかわらず、どこからか入ってきて、その１羽、２

羽を人力で追い払うというようなこともあり、機械的に防除して



いても、まだそのような問題が残っていると感じています。 

○ 金光委員 

 私の研究室で、防鳥装置を開発したことがありますが、鳥を防

ぐのに一番効果的なものはネットで囲うことですが、私供は、面

積の広い園地で、より効果的なものということで、音とかリスト

レスコール（鳥が嫌がる音）、間接的に無人で移動するような装

置を組み合わせたものを開発しました。移動装置の値段が高く、

その部分は実用化に至りませんでしたが、威嚇物を打ち上げると

かリストレスコールを組み合わせたものが市販されています。 

○ 桂委員 

 ここに書かれているとおりだと思います。果樹産地の場合、水

田よりも山林に近い場所に位置しており、それだけに鳥獣の被害

が最近問題になってきていると考えており、きちんとした対策が

必要と考えております。 

 それから、もう一つの中山間地域の直接支払制度は、必要です

けれども、水田の場合、センサス等の自然集落が集落協定を結ぶ

場合が多いと思うんですが、果樹の場合はどうなんでしょうか。

集落なのかあるいは選果場、出荷場単位なのか。あるいは産地レ

ベルなのか。この点について、もし分かるようでしたら、教えて

頂きたいと思います。 

○ 西嶋課長補佐 

 ３ページに事例を示させていただいておりますけれども、その

他の事例も見ますと、様々で、単位が十数軒のいわゆる集落単位

の場合もあれば、１００haの産地単位の場合もあるようでありま

す。 

○ 岩崎委員 

 鳥獣被害につきましては、地元から深刻な被害が寄せられてお

り、非常に重要な課題と思っておりますが、先日、岐阜県の郡上

市に行き、鳥獣害対策について、直接支払いを活用して、ここに

ありますような電気柵を集落で設け取組みを進めている地域を見

てきました。実際に、それなりの効果があるのではないかという

地元の評価だったんですが、色々と地元でも工夫されており、で

きるだけコストがかからない形で、例えばトタンを使うにしても

不用品を使うとかコストがかからないような工夫を行っている地

域があります。このような情報の提供といいましょうか、コスト

がかからないうまい方法をやっている地域の情報の提供が必要で

はないかと思っております。結果的に、山を全部電気柵で囲うと

いうわけにはいきませんので、ここに書いてありますような抜本

的な対策、森林の保全も含めて、総合的な視点が必要かと思いま

す。 

 それから、多面的機能については、ここに書かれているとおり

だと思いますが、ただ、前にも少し申し上げましたが、特に果樹

ということでいえば、「都市との交流」とか「教育的機能」とい

いましょうか、もぎ取りなどを通じた「教育的機能」が、より強

く期待できるのではないかと考えております。また、最近景観法



が出できましたけれども、その景観維持のために果樹が果たす機

能が非常に大きいと考えております。その点を果樹の有する多面

的機能の一つの特性として捉える必要があるのではないかと思い

ます。 

○ 中安委員 

 多面的機能について、先ほど岩崎委員が言われましたように、

果樹の持っている特性を活かした、農村づくりに取り組んでいる

ところを最近よく見かけます。その中に出てくるのが、観光農園

に対する見直しです。かつての個別の観光農園から、比較的広い

面積で、その中で一般的な販売を主とした果樹農地や加工用を主

とした農地、ここで新規参入者が入りやすいようなものを考えた

り、そういうものの中に観光農園を組み合わせて、総合的な観光

農業地帯を目指すようなところが、愛媛県の中で１つ、２つ計画

を作り始めました。これは、後のところにも関わってくるのです

が、どうしても市場販売だけでは量的にさばききれないところや

都市と農村交流が比較的可能なところから取り組んでいる。この

ような点に、先ほど岩崎委員が言われたような、果樹の味覚だけ

でなく、視覚やにおい、香りを含めて組み合わせていく取組みが

あるのではないかと思っております。 

○ 岩垣委員 

 鳥獣害の問題で言えば、果樹園、特に中山間地域のように、山

の近くにあるようなところでは、今に始まったことではなくて、

経常的に生じている問題であります。ここで、被害額をどうやっ

て計算したのか分かりませんけれども、元々あった上に、近頃被

害が大きくなってきたというのが重要だと思います。このため取

組みをしっかりやっていかなければならないと思います。 

 多面的機能について、果樹に限った話ではしにくいという説明

がありましたけれども、例えば、周辺で竹がよく繁茂して、みか

んや茶園に被害を受けることがある。ただ、園地をしっかり管理

することにより、竹の侵入が収まっているというケースもよくあ

りますので、山の環境を維持するためにも、多面的な捉え方が必

要と思っております。 

○ 浅沼委員 

 中山間地域等直接支払制度について、果樹地域は、傾斜地なり

島しょ部に多いということで、他の作物に比べれば、対象となっ

ている地域が多いのではないかと思っております。そういった地

域の維持に非常に有効であるということで、現場からは継続に対

する要望がかなり大きいというのが実態であります。 

 鳥獣害について、先月から熊が出没したニュースが流れており

ましたが、特に、果樹園でも、森林に近い果樹園では、すでに動

物園状態になっています。イノシシ、サル、ヒヨドリ、メジロ、

最近はアライグマまで出没しており、かなり大きい被害が生じて

いる。様々な防除対策を取っておりますが、鳥獣も勉強し、すぐ

に慣れてしまうという問題もあります。先ほど、他の委員も言わ

れましたが、やはり、山の食物がなくなると出てくるということ

が背景にございまして、里山の問題であるとか、特定樹種の広大



な植林であるとか、このような問題でもって、えさがなくなって

きているのではないかと思いますので、やはり、生息環境の管

理、森林等の管理も重要な問題なのではないかと思います。 

○ 志村小委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは続きまして、果樹農業における産地・担い手の今後の

方向について、事務局より説明いただいた後に議論いただきたい

と思います。これは、本日の重要な議題の一つでございますの

で、よろしくお願いします。 

○ 西嶋課長補佐 

 それでは、資料５「果樹農業の産地・担い手対策の今後の方

向」についてご説明させていただきます。１枚めくっていただき

まして、目次をご覧ください。資料の構成として、この前の果樹

部会の中間論点整理でご議論いただいたものをお示しいたしまし

て、産地の取組みとして、果樹産地構造改革計画の位置づけや考

え方について説明させていただきます。また、現行の産地対策に

ついての説明、それから、主産県に対して、担い手を主体にした

生産体制の構築のためどういった取組みが必要ですかと聞いてお

りますので、そのことについて説明させていただきます。そし

て、最後に、果樹農業の担い手について説明したいと思っており

ます。 

 １ページ目です。果樹における産地・担い手について、果樹部

会の中間論点整理の中では、産地のあるべき姿について整理させ

ていただいております。今後の方向として、1.に書いてあります

ように、産地ごとに具体的な目標、それから、目標を実現するた

めの戦略の策定が必要ということで、産地自らが果樹産地構造改

革計画を策定し、目標を立て、具体的な戦略を整理していただ

き、それに対し国等が支援していくというような形で、今後の方

向として、中間論点整理にまとめていただいております。 

 それから、右下に産地における担い手の位置づけ、役割分担に

ついて示しております。この点については、中間論点整理では、

果樹産地構造改革計画を産地の協議会で検討いただき、担い手の

明確化を図っていくことが必要ではないか。それから担い手とな

る農業者以外の役割についても明確にすることが必要ではない

か。さらに、果樹農業の担い手を具体的にどのように考えるべき

かについて、今後検討が必要であると整理いただいております。 

 次の２ページ目では、果樹産地構造改革計画について、中間論

点整理でご議論いただいたものを含め、おさらい的に資料をまと

めさせていただいております。右側にフロー図を示させていただ

いておりますが、果樹農業の現状として、園地整備、園地流動化

の遅れ、労働力の不足という現状を踏まえ、下にあるような競争

力のある産地の構築に向けて必要な取組みとして、いくつか産地

の再編なり、園地の廃園の推進などいくつか書かせていただいて

おりますが、取組みを推進していくために戦略的な計画の策定が

必要であるということで、果樹産地構造改革計画を作っていただ

くことになります。一番下にございますけれども、国の基本方針

である果樹農業振興基本方針で、産地の計画策定についての位置



づけを行い、さらに県の果樹農業振興計画においても計画策定に

ついて、位置づけをさせていただき、それを踏まえ、産地協議会

において、目指すべき産地の姿の明確化でありますとか、具体的

な戦略として、担い手の明確化、販売戦略の明確化等の様々な取

組みについて、果樹産地構造改革計画という形で取りまとめいた

だいて、それに基づいて具体的に実行いただく。それに対し、国

の支援を行うというようなスキームを整理させていただいており

ます。 

 続きまして３ページ目でございます。果樹産地構造改革計画の

考え方や計画の内容について具体的に整理させていただいており

ます。1.～4.まで、左側に書いておりますけれども、対象となる

果樹については、基本的に、政令指定の１３品目、みかん、りん

ごといったものが中心になります。それから、その他の果樹につ

いても、地域の実情に応じて策定していただき、複数の品目があ

る場合は、まとめて策定していただく。産地については、いわゆ

る集出荷施設を核としたものを産地と想定させていただいており

ます。それから2.の検討体制については、県とか、市町村とか、

実際に現場で、産地の指導などを行われている機関を中心に協議

会を開いていただき、産地計画の内容について、右側に書いてお

りますけれども、人に関しては、担い手の明確化、認定農業者数

の目標でありますとか、また販売に関しては、実際の販売の戦略

といったところ、それから生産については、実際に残すべき園地

の明確化、園地の集積でありますとか必要な基盤整備、品目の転

換、優良品種の導入といったところを整理いただく形で考えてお

ります。目標年次は、原則として、５年間の目標ですが、当然将

来を見込んで１０年後も含めて描いていただき、参考に１０年後

の目標を記載いただく必要があると考えております。このような

計画を立てていただくといった内容を３ページに整理させていた

だいております。 

 それから続きまして４ページでございます。こちらにつきまし

ては、中山間地域等直接支払制度の集落協定との関係で整理させ

ていただいておりますが、８月３日の果樹部会で、臨時委員の小

田切委員からご指摘いただき、集落協定ともリンケージしていく

必要があるということでありました。下の表に書いておりますけ

れども、果樹産地構造改革計画は、基本的に、産地単位でエリア

を考えている一方、集落協定は、十数件の個人単位から大きいも

のであれば産地単位のものもあり、エリアが違うということで完

全にリンケージする訳にはいかないのですけれども、実際の計画

の内容について、集落協定について、一番下に書いておりますけ

れども、農地の範囲でありますとか構成員の役割分担とか担い手

の目標とか、このような事項について、双方で連携して果樹産地

構造改革計画をつくるという形になるのではないかということ

で、整理させていただいております。 

 それから、産地に対する支援対策ということで、果樹生産に関

わる主な現行施策を５ページ目に整理させていただいておりま

す。左の事業については、２月２０日の果樹部会で説明させてい

ただいたものでございます。産地の体制でありますとか基盤の整

備強化については、農業生産総合対策事業、経営構造対策事業の



２つの大きな事業があるということです。農業生産総合対策事業

について、果樹の部分について右側に事業内容を詳しく示してお

りますが、いわゆる省力栽培技術の実証でありますとか、新しい

技術を導入する際のソフト的な支援や、それから共同利用の機械

や施設の支援対策を行っております。 

 それから下の樹園地の基盤整備・再編の促進ですが、こちら

は、いわゆる基盤整備、土木的な農道とか、かんがい施設とか、

園地整備事業ということで、畑地帯総合整備事業からいくつか示

させていただいております。それから、農地利用集積実践事業と

かいわゆる園地集積を行っていることを手助けする事業を記載し

ております。それから、制度資金で、経営支援的な取組みが行わ

れているということでございます。それから６ページで、いわゆ

る基盤整備の中で、県単位の、ある程度規模の大きい県営の事業

で畑地帯総合整備事業というものがあり、あまり果樹のケースを

聞いたことがないのですが、いくつか事業を活用し園地の基盤を

整備している事例がございましたのでご紹介させていただきま

す。畑地帯では、排水の整備、農道、区画整備なりを行うという

事業になっており、右側の３の事業実施主体の（２）の受益面積

のところにありますように、樹園地の場合は、５ha規模の団地、

合計１０haというような採択要件になってございます。ある程度

まとまれば、こういった事業において、農地の整備とか区画整理

とか、そういったところの整備が可能ということであります。７

ページに、事例として、広島県の沼隈町の例を載せております。

こちらについては、相当昔に造成され、ぶどう産地が作られたの

ですけれども、急傾斜とか作業道が狭い等の問題がありました

が、この事業を活用し、かんがい施設、基盤整備を行い、右側の

効果に書いてありますように、栽培面積の増加や労働時間の削減

であるような効果が出ているということであります。このよう

に、事業が活用されているという紹介でございます。 

 それから８ページ、担い手を中心とした生産体制の構築のため

の課題ということで、こちらにつきましては、主産県に、「今後

実際に、担い手を中心に産地の体制、生産体制を築き上げるため

に、現状の事業にこだわらず、どういったことが必要ですか」と

聞いて取りまとめたものです。果樹の主産県で、担い手を中心と

した生産体制を構築するために必要な課題ということで、きめの

細かい支援が必要ではないかという意見をいただいており、1.に

書いてあります、小規模の分散した園地に対する基盤整備や園地

の中の園内道の整備、それから、3.に書いてありますように、傾

斜地で条件の悪いところにつきましては、平場に移る際の園地を

移動するための支援でありますとか、あと、4.の新規就農者につ

いて担い手に育成するための支援が必要であるとか、それから

5.、果樹は未収益期間があることから、大苗育苗を産地で行う場

合の支援が必要ではないかという課題をいただいております。実

際にこれまでも、先ほどご説明しました、農業生産総合対策事業

により産地の体制整備を行ってきたところでありますが、産地の

実態にあった、きめ細かな支援対策についても今後検討が必要で

はないかと考えております。 

 それから９ページ。果樹農業の担い手ということで、これまで



の議論について整理しております。企画部会の中間論点整理とし

て左側に整理させていただいておりますが、企画部会において

は、「担い手について、効率的かつ安定的な農業経営の育成・確

保を図り、これらが農業生産の相当部分を担う望ましい農業構造

を確立することが急務ではないか。」また、その下に書いてあり

ますように、「効率的かつ安定的な農業経営及びこれを目指して

経営改善に取り組む農業経営を育成・確保することが急務ではな

いか」、さらに、その下で、「担い手について、地域の中から明

確化していくことを意図した認定農業者制度の考え方を今後とも

尊重していくことが適当ではないか」と整理されているところで

あります。 

 それから、一番下、野菜、果樹等のいわゆる品目横断の対象に

はならないと整理されている、いわゆる部門専業的な営農類型に

ついては、「対象経営を明確化し、経営の安定性を向上させるこ

とを基本に、品目別に検討する必要がある」とされております。 

 これを受け、右側になりますが、第２２回、１０月２９日の企

画部会において、果樹や野菜、畜産の部門専業的な経営の経営安

定対策等についてご議論いただき、その中の資料を抜粋させてい

ただいております。「それぞれの対象経営を明確化して経営の安

定性を向上させることを基本に検討する必要がある」ということ

と、その下に書いてありますように、「検討に当たっては、各品

目における個別の課題を踏まえることが必要であるというこ

と」、「野菜・果樹について、産地を基本とする視点についても

重要と考えられ、対象を明確化する担い手政策との関係に配慮す

る必要がある」という形で整理されています。企画部会全体で担

い手については、認定農業者を基本という形で整理されています

が、それぞれ個別品目については、それぞれの課題を踏まえ、さ

らに産地の状況を踏まえ、明確化していくという整理がされてお

ります。 

 それから次の１０ページでございます。これは、桂委員の方か

ら、認定農業者制度の年齢制限につきましてご指摘いただき、そ

の関係についても整理させていただいております。１０ページに

ついては、第４回の産地・経営小委員会でも説明させていただき

ました、認定農業者制度の流れと認定農業者制度を活用した経営

改善の取組支援について示しております。 

 それから１１ページに年齢についてふれております。年齢の制

限につきまして、実際に、市町村の１／４程度において、設けら

れております。ただ、左下に示しておりますけれども、平成１５

年６月に認定農業者制度の運用改善のためのガイドラインという

のを出しておりまして、その下に、年齢に関わる部分を（３）と

して書いておりますけれども、市町村で、運用上設けている年齢

上限を超えている場合であっても、年齢と意欲は、必ずしも一致

しているということではないということで、年齢上限を超えても

意欲のある方もいらっしゃいますし、場所によっては、非常に高

齢化が進んでいる地域では、認定を受けるような方が、かなり限

定されてしまうとケースもあり得ることから、年齢上限について

は、画一的に適用するのは好ましくないということで、運用改善

のガイドラインが出されております。それから、今年の９月に、



更なる運用の改善ということで、一律的な制限なり画一的なもの

はよろしくないということで、地域の実情を踏まえて、制度の運

用を行うことが望ましいということで通知が出されているという

状況でございます。 

 それから、最後、果樹農業における担い手の今後の方向という

ことで整理をさせていただいております。下の絵に描かさせてい

ただいておりますが、果樹産地について「現在」という形で書い

ておりますけれども、産地には、主業農家の方、準主業農家の方

など様々な農業者の方がいらっしゃいまして、産地単位で生産出

荷組織をつくられて生産技術の向上や確立でありますとか、防除

作業の共同化などの取組みが行われておりますし、それから、選

果場を核として、出荷・販売のロット確保でありますとか、産地

ブランドによる販売力の強化であるというような取組みが行われ

ています。あと、観光農園や直販などの取組も産地の中で行われ

ております。 

 今後の方向として、このような状況を踏まえ、認定農業者を基

本としますが、具体的には産地で策定いただく果樹産地構造改革

計画の中で、担い手を明確化していく、また、これと併せ、認定

農業者を基本としていくことから、認定農業者数の目標であると

か目標を達成するための育成手法とかを産地計画の中で位置づけ

ていただき、今後果樹の産地でどのような人が担い手になるのか

について産地の中で明確化していただく。これは、果樹産地構造

改革計画と書いた四角の絵の中にも書いておりますが、第４回の

産地・経営小委員会でもご議論いただいたとおり、今後とも産地

の核となる６０代までの主業農家の方を中心に明確化していく必

要があるのではないかと考えております。それから、一番下に書

いておりますけれども、担い手以外の農業者の役割についても、

ロットの確保とか労働力の提供とか色々な役割を担っております

ので、そういったものの役割も明確化していく必要があるのでは

ないかと考えております。それから、多様な担い手ということ

で、新規就農者の方もいらっしゃるでしょうし、農業生産法人な

り様々な形態もありますので、こういった方、いわゆる専業的

に、果樹の収益で主に生活される方を中心として主業農家になっ

ていただき、産地の担い手になっていただくというのが今後の方

向ではないかと、さらに、これを計画の中で位置づけていただく

という整理をさせていただいております。また、この果樹産地構

造改革計画に基づき、実際に取組みを行うことについて支援なり

していくことが今後の方向ではないかということで整理させて頂

いております。以上でございます。 

○ 志村小委員長 

 どうもありがとうございました。全体を通しご意見等ございま

したら、よろしくお願いします。 

○ 浅沼委員 

 この資料の要素は、１２ページにあるかと思いますが、方向と

してはこのような形でお願いしたいと思います。産地側がも最も

心配していたことは、産地の弱小生産者の無条件切り捨てのよう

なことがあってはならないということを非常に心配しておりまし



て、１２ページに示された方向であれば、そのようなことになら

ないと思いますので、この方向でよろしくお願いします。 

○ 岩垣委員 

 色々施策を考えていただいておりますが、担い手について、比

較的規模の大きな、しっかりやっている方を力づけようとするの

は当然ですが、前にも少し申し上げたかもしれませんが、農村、

村落といいますか、中山間で活力を維持するため、やはり、弱小

切り捨てみたいになっては、もともこもならないようなところも

ある。これは、大変難しいところと思いますが、いわゆる共同体

の維持ということも、常に頭においておかなければならないこと

と思っております。 

 １２ページの表を見まして、現状のところで観光農園、直販と

いうことが書いてあり、今説明していただきましたから、良いと

いえば良いのですが、活力のある果樹農家として、そういうもの

を探していくと観光農園の方に向いていたり、資料には直販と書

いてありますが、宅配便など、積極的に消費者と結びつこうとし

ており、逆に、そういう農業が元気に見えるという要素があると

思います。農協を経由してしないという問題もありますが、組織

的にやることも当然できるわけであり、個人的に取り組んでいる

観光農園や直販に取り組む農家の位置づけについて、先に考える

のも有効ではないかと考えます。 

○ 岩崎委員 

 果樹産地構造改革計画について、いかに絵に描いた餅にするの

ではなくて、実効性のある計画として、産地全体の合意に基づく

計画にしていくかというところが重要ではないかと思います。そ

ういう意味では、画一的な計画ではなく、まさに産地のために、

産地自らが考えた将来ビジョンを計画に落としていく必要がある

わけですから、そういう意味でも、支援対象といいますか、計画

を策定して、実行し、評価して点検するという一つのサイクルの

中で、どのような形で支援していくのか、そこをきちんと検討す

る必要があると思います。果樹産地構造改革計画は、販売計画、

担い手のあり方、さらに土地利用計画と、非常に多岐にわたる、

まさに総合的な計画ですから、縦割的な取組みではなくて、産地

全体として取り組む必要があるわけです。様々な機関が横の連

携、あるいは、その有識者や専門家がどういう形で支援できるの

か、そういうあたりも含めて、その計画の策定・実行に向けた支

援体制というものを考えなければならないと思います。 

 それから、前の委員からも意見のあったところですが、多様な

担い手が、まさに産地を形作っている場合、実際に主業農家のよ

うな専業的な農家の方たちで、果樹農業の大部分が担われていれ

ばそれで良いのですが、実際にはそうはなっていない。むしろ主

業農家が少ない産地も多いわけです。また、高齢化や労働力が減

っている状況もあり、非常に高い労働集約性を維持できないとい

う産地も出てきている。そのため、果樹産地構造改革計画が、そ

の地域の多様性を維持しつつ、また、地域におかれた農家の要請

に応じて策定される必要があるだろうと思います。だから、１２

ページに整理されています、多様な性格を持った様々な農家がそ



れぞれの条件に応じて経営発展を図っていくと、そのような取組

が、総合的に産地全体の発展に繋がっていくような方向性という

ものを、この計画は担保すべきなのではないかなというように思

っております。 

 まさに、多様な産地戦略を可能にする、単に主業農家だけに支

援してスポットをあてるのではなくて、多様な産地戦略の中で、

この複合的な産地の担い手を図っていくという視点が計画の中で

は求められるのではないかなと考えております。 

○ 西嶋課長補佐 

 委員にお伺いしたい点があります。私ども、各県にお聞きし

て、産地協議会に、農協なり市町村なりというような形でメンバ

ーを入れさせていただいたのですけれども、岩崎先生の方で、具

体的に、こういった取組みを産地協議会として行えばいいのでは

ないかというようなお考えがあればお伺いしたいと思います。 

 あと、支援の話についても、産地ごとに、非常に多様だと思う

んですが、それぞれに応じて、ケースごとに、具体的にこのよう

な支援をすればいいのではないかという点を教えていただければ

と思います。予算も限られている中、網羅的な支援はできません

ので、具体的なお話をいただければと思います。 

○ 岩崎委員 

 何でもかんでも、すべて支援するべきだと申し上げた訳ではあ

りませんが、例えば、この産地構造改革計画を作成する場合、土

地利用の部分がかなり大きなシェアを占めるんじゃないかと桂委

員もおっしゃていましたので、例えば、地域の農業委員会とか

が、どういった形でこの計画の策定に参加できるのかという点

で、これまで様々な地域の取組みをみると、農協がやることは、

農協がやって、その他の、市町村とか農業委員会がなかなか入り

込めないような状況が見受けられますので、総合的に地域の様々

な機関が参画して計画を作っていくような方向付けが必要ではな

いかということを申し上げたつもりです。 

○ 果樹花き課長 

 それでは、もう一度お答えしますけれども、２ページをご覧い

ただきますと、産地協議会と下の方に書いてございます。ＪＡ、

市町村、生産者、普及センター、農業委員会、まさに岩崎先生が

おっしゃるとおり、この計画が総合的なものであるという観点か

ら、こういうものに関わる組織がすべてそろった上で計画を策定

しなければならないという考え方でおります。この考え方は、岩

崎先生の考えとズレはないのではと考えております。 

 ３ページの左側の（２）の4.をご覧いただきたいと思います。

計画の内容、目標年次は５年間、計画策定の合意体制、これは、

まさにこの小委員会で議論があったと思いますが、合意体制から

ちゃんと議論し、それから、計画を策定しないと実効性あるもの

ができませんと、こういうことを考えた上で整理をしておりま

す。まさに、先生のお考えと同じくしていると思っております

が、それでは、計画を作る上での参考として、「別の計画を作っ

た際には、具体的にこの組織がうまく機能していなかったために



うまくいかなかった」、「是非このような計画を作る上では、こ

のような考え方に頭を切り換えて欲しい」というようなご提案が

あればいただきたい。あるいは、具体的な支援対策として、先ほ

ど、資料の中で主産県からの意見がありましたが、産地が多様化

する中で、もっと他の支援体制など、付け加えてやるようなこと

があれば教えて頂ければと思います。 

○ 岩崎委員 

 特にありません。 

○ 桂委員 

 ここに示されている果樹産地構造改革計画の枠組み自体は、非

常に結構だと思いますし、今の産地協議会に関する説明も筋が通

っていると思いました。と言いますのは、これまでＪＡについて

は、マーケティング、販売あるいは基盤整備のようなものも入っ

ているかもしれませんが、そういった生産というもの、それから

農業委員会については、農地の集積というようなことで、はっき

り言って、果樹地帯における産地の様々な組織が必ずしも目的に

従って統合していなかったのではないか。このような産地構造改

革計画を作るような体制に、実質的になっていなかったと思いま

す。ですから、これを機会に産地に関わる機関が実質的にしっか

りと話し合いをし、３ページにあるような産地計画のイメージを

描いてもらうということに重点を置くことが重要だと思いまし

た。 

 一番最後のページで思ったところを述べさせていただきます

と、認定農業者制度を基本としながら、担い手以外の農業者の役

割を明確化ということですが、担い手以外の農業者の役割という

ことは、量を確保するだけじゃなく、やはり、これまでの果樹産

地の歴史として、産地を核として発展してきたということを少し

踏まえて考える必要があるのかなという気がします。それと、

前々回で言っておりますが、果樹園については外部経済性が非常

に強い作物であるということです。ですから、特定の農業者の方

たちが果樹園を維持しようと思っても、周りから荒廃園がどんど

ん攻めよってくるということになっては困るので、そういった意

味では、このような形で、多様な担い手が参画していき、それを

維持していく、そういうことが非常に重要ではないかと思ってお

ります。 

 それとともに、認定農業者数の目標、これは、数を増やすとい

うことが、恐らく重要だと思いますが、果樹地帯では専業的な農

家の方が多いわけですから、認定農業者の予備軍という方はたく

さんいらっしゃると思うんですが、必ずしもそのような方たちが

認定農業者になっていないということが散見されます。それは、

一つには、農業委員会と農協が必ずしも連携を取ってこなかった

ということもあるんですけれども、もう一つは、先ほど岩垣先生

の方からご指摘がありましたように、元気のある人がＪＡから抜

けているようなことがあるんですよね。自分で産直をしてみた

り、インターネットをしてみたりというような形で、認定農業者

の形が、なかなか一概に見えない、いろいろなタイプの人が増え

ているというのが実態だと思います。そういう意味では、既存の



農業委員会やＪＡが、あまりにも、認定農業者の具体的な姿を杓

子定規に、面積だけで、これを捉えているようですが、そのよう

なことにならないよう、特に産地協議会の中では生産者が入って

いるような形で２ページには書かれているんですが、このような

多様な生産者が協議会の中に入り込めるような、そういう注意が

必要かなと思いました。 

 それから、あと一点だけ、途中の基盤整備や流動化のところ

で、農地保有合理化法人の役割が書かれていましたが、これはい

ろんな意味で重要だと思います。基盤整備にしても流動化にして

もあるいは新規参入者の研修にしても、いろんな役割を果たす機

関だと思うんですが、私、ついこの間、和歌山に行ってまいりま

したが、和歌山県内のＪＡではまだ一つも農地保有合理化法人の

資格を取っていないということを聞いてちょっとびっくりいたし

ました。そういう意味では、農協の取組みの一つとして、農地保

有合理化法人の資格を取り、農地の流動化等にも積極的に乗り出

していくというよなことが求められているのではないかと思いま

した。 

○ 志村小委員長 

 ありがとうございました。元気な農業者がＪＡに加入せず、抜

けているという原因は何でしょうか。 

○ 桂委員 

 いろいろあると思うんですが、やはり技術力の低い農家、小規

模な農家と大規模な農家とでは技術力も違うし、それから品質も

違いますし、あるいは自分で売っていきたいというマーケティン

グの意欲も違う訳であり、これらが農協の中では一緒になってし

まう傾向が、これまでの農協にはあったということではないでし

ょうか。 

○ 金光委員 

 特に意見はありませんが、産地計画は、選果場を中心とした産

地ごとに計画を作るということですが、その産地の単位と言いま

すか、大きな産地、小さな産地といろいろあるかと思うんですけ

れども、例えば、一つのＪＡにいくつもの選果場があるようなと

ころもあるかと思いますが、その産地計画の策定については、３

ページに対象となる産地について書いてあるんですが、集出荷施

設を単位として考える産地というのは、また様々と思いますが、

例えば、１市町村、１ＪＡを想定されているのか、もっと小さな

単位を考えているのかという点について、お考えがあったら教え

ていただければと思います。 

○ 西嶋課長補佐 

 ケースバイケースによると思います。委員ご指摘のように、農

協の中にも、複数の選果場が、生産・販売をしており、同じ農協

でも他の選果場と異なった取組みをしていますというようなとこ

ろであれば、無理に農協一本で作っていただくのではなく、農協

の中の選果場の単位で作っていただくような形になると思います

し、農協の中にいくつか選果場があっても、やはりまとまって産



地として考えていくということであれば、いくつかの選果場を束

ねて産地という形で計画を作っていただくというように、それぞ

れどういった形で生産なり販売をしていくのかということも考え

ていただき、地域を考えていただくことになるのではないかなと

考えております。 

○ 北口委員 

 特に意見はありませんが、産地計画を作っていく時に、様々な

数値的、定量的なもの、例えば価格とか面積とかの目標数値をも

って検証し、達成率でありますとか実施率とかいうものが出てく

るのではないかと思うんですが、その中でも、やはり、価格で言

えば、いくら産地として努力をしてもどうにもならない面がある

ような項目もあるかと思います。そのあたりをどのように重みを

付けて、評価をしていくかというところ、計画を作って、実施し

ていくビジョンですね、ここが、非常に大変なところではないか

と感じております。ただ、ケースバイケースで私も、産地の単位

というものが、先ほどの話によると、比較的、選果場とかいう小

さい単位ですと、関わりがある方々も話し合いの中で合意ができ

るのではないかと思いますが、例えば、いくつかの選果場がある

ような大きいところになると、計画を作ること自体が大変だとも

思いますし、評価を行うことも大変なのではないかと思いまし

て、その点についての考えがあるのかなと心配をしました。 

○ 西嶋課長補佐 

 産地の範囲の話は、先ほど金光委員に説明させていただいたと

おりであります。委員ご指摘のとおり、選果場同志で仲が悪いと

いう場合にあっては、選果場で決めていただくしかありません

し、もっと広い範囲でやりたいという話であれば、地域につい

て、話し合っていただきたいと思います。 

 それから、評価についてですが、はっきりと具体的な検討をし

ているわけではありませんが、国で、事業なり支援をしていくに

当たっては、当然評価をしていく形になると思います。委員がお

っしゃられたような量的なもの、担い手のシェア、園地の集積の

ようなものもあるでしょうし、そういった観点でいくつか定量的

に評価ができるような事項について整理させていただき、具体的

な評価について、今後検討していきたいと思っております。 

○ 中安委員 

 ２ページと１２ページを比べた時、概ね賛成ですが、問題なの

は、産地協議会をどのように取り組んでいくのかということで、

その時に多様な担い手の中で、活力のある人が農協から離れてい

る。このような人たちを考えていくときに、どうしても果樹の場

合よく出てくるんですが、選果場をベースにすることはどうだろ

うかというところがあります。選果場ということになると、農協

という範囲になる感じが強い。この時に、そこから離れた人をど

のような形で考えるか、もしくは入りにくい人たちをどのような

形で産地全体として見ていくかということについての取扱いが難

しいのではないかと考えております。ですから、あまり選果場単

位というのは、果樹の場合に重要とは思いますが、やはり、産地



というようなもので見ていった方が良いのではないかと思いま

す。生産法人等で独立した考え方でおられる人たちと一緒にやる

のか、棲み分けをするのか、この辺の違いが出てきた時にどちら

かにしか支援がいかない仕組みになるのであれば、これは問題で

はないかと思います。 

 では、支援につきまして、果樹生産における主な現行制度か

ら、担い手を中心とした生産体制の構築のための課題として、そ

のための支援体制について触れられており、これらが、担い手を

中心とした生産体制の構築のための支援体制なのかなと思うので

すが、これと、先ほどの中山間地域との関係で、独立した支援体

制なのか、それとも、中山間地域の補足としての支援体制なの

か、そのあたり集落協定の説明が出てきたため、やや見えにくく

なってしまったのですが、その点はいかがでしょうか。 

○ 西嶋課長補佐 

 中山間地域等直接支払制度については、支援対策という意味で

はなく、果樹産地構造改革計画と集落協定を関係づけるというよ

うな形で、小田切委員から、８月３日の果樹部会でご指摘をいた

だき、それに対する一つの回答ということで資料を提示しまし

た。それ以降の支援と関係しているわけではありません。ただ、

折角、中山間地域等直接支払制度で、様々な生産対策に対する支

援が行われておりますので、そういったものを活用いただくとい

うことも重要ですし、３は、果樹生産に係る主な現行施策であ

り、４は、主産県から、今後必要な支援対策についていただいた

意見をまとめたもので、こちらについては、今後、当方で支援対

策を検討する時に、このような要望を踏まえて、検討していくと

いう形になるのではないかなと思います。 

○ 中安委員 

 ありがとうございます。ある程度、頭の整理ができました。そ

れでは、そのような支援対策について、この課題の中に、担い手

の問題、農地の問題が出てくるときに、園地の流動化、集積とい

ったものに対し、ハード面の課題が多いと言われますが、ソフト

的な、園地の流動化又は集積に関する支援対策として、いくつか

の事項があるかと思います。そういったものに対する支援、これ

は、農地保有合理化事業の中に出てくればいいのではないかと思

うのですが、このあたりも、先ほどの主産県の意見の中に掲げて

も良いのではないかと考えております。愛媛県において、今年モ

デル的に取り組んでいるんですが、地域農業マネジメントセンタ

ーという形で、ＪＡの農地保有合理化法人としての機能を地域農

業、結局市町村に移して、何らかの形で、農地の流動化を促進し

たり、先ほどの観光農園もこの辺りからでているんですが、そう

いったものをやろうとしている。そういった地域農業を展開して

いくことと産地計画と方向性があっていると思います。 

○ 志村小委員長 

 ありがとうございました。 

○ 竹原果樹花き課長 



 流動化の話は、おっしゃるとおりだと思います。そういう知恵

を拝借しながら、まとめていく必要があると思います。県の支援

策については、あくまでも、県が要望したものをまとめただけで

あります。ただ、そのような視点は必要と思います。 

 今までの議論の過程からいきますと、流動化が進まない理由と

して、ソフトの面の問題と基盤が整っていないということで、や

はりこれを一体的にならないといけないと、そういう上で、流動

化については、どのように取り組むべきかについて検討していき

たいと思います。 

 それと、逆に、ご意見をいただければと思っておりますが、産

地の捉え方のことについて、前段にお話がありまして点につきま

しては、正直に悩ましく、捉え方の問題として残っているという

ことを認識しております。実は３ページ目のですね、文章の方の

1.の２番目の○をご覧いただきたいと思うのですが、「又は」以

下のところになりますが、「同一の地域で共通する主産品目を生

産する地縁的な集団とする。」と書いております。実は、非常に

回りくどい言い方なんですが、都市近郊の主産県からあった意見

なんですが、まさにおそらく実態は先生がおっしゃられるような

ところがあるかと思います。主力的な、非常に活力のある人が集

まって、あるいは、そういった人たちが散在しているようなとこ

ろで、選果場を核にせずに宅配であったり、観光農園に取り組ん

だりという形を形成しているというケースもあり、そういったも

のを産地として捉えるべきではなかろうかという意見がありまし

て、具体的には、関西の近辺の県からのご意見でありまして、別

に否定するものでもないのですけれども、まさに、このあたりが

非常に難しい問題であり、場合によっては、同じ地域の中に２つ

の産地の概念が重複するような場合もあり、そうなるとなかなか

調整というものが難しくなってしまう。その点をどのように考え

たらよろしいかご指摘いただければと思います。 

○ 中安委員 

 私が、実際に関係しているところで、２つのタイプがありま

す。一つは、地域農業マネジメントセンターの関連で、２つの農

協組織と出荷組合が全部集まってやっているところがあります。

重複したときでも、そういった生産組織そのものが一緒になって

考えるところは、比較的やりやすいし、その上で、どのような形

で協力してやっていくかの検討が可能であります。だから、基本

的には同じにしてやっていけると思います。もう一つ問題なの

は、その中で少し対立関係になっているところであります。別々

にやるよりは一緒にやったほうが良いとは思いますが、これをど

うやって協調させていくのかについては、実際に両方ともつきあ

っている限りにおいて、極めて難しいところであります。しか

し、同じような仕組みを持っていますから、こういうようなこと

を元に、産地協議会という形で、この中で、選果場単位になると

やはり農協中心から始まるので、その産地、もしくはその地域の

農業という見方で産地を考える場合に、そこで一緒に考えていく

というような協議会を作るように、そういったスタンスで取り組

んでいくということを基本に持っていく必要があるのではないか



と考えます。 

○ 志村小委員長 

 どうもありがとうございました。各委員から意見をいただいた

ところですが、何か言い忘れたとか、他の方の意見に対する意

見、付け足しをするようなことがありましたら、ご自由にご意見

をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 それでは、意見がないようですので、資料５は、このあたりで

終わりにして、次の課題に移らさせていただきます。 

 次の課題「果樹農業における経営支援対策等の今後の方向」に

つきまして、事務局から資料６をご説明いただいた後、議論して

いきたいと思います。御説明をお願いします。 

○ 西嶋課長補佐 

 資料６「果樹農業における経営支援対策等の今後の方向」につ

いてご説明させていただきます。まず、１枚めくっていただい

て、目次をご覧いただきたいと思います。まず、資料構成でござ

いますが、今までご説明させていただいた需給調整・経営安定対

策の検証の資料も併せて整理し、取りまとめたものとなっており

ます。 

 まず、１の「需給調整・経営安定対策の検証」は、６／１１の

第２回産地・経営小委員会の資料のデータ等を更新したものであ

り、説明は省略させていただきます。２は「果樹部会における中

間論点整理」ということで、残された課題の部分について説明さ

せていただきたいと思います。３の「需給調整・経営安定対策に

係る意向調査結果の概要」につきましては、前回の第５回産地・

経営小委員会の資料の抜粋でございまして、説明は省略させてい

ただきたいと思います。次のページの一番下に参考で「果樹共済

の概要」と書いてありますけれども、果樹共済について御説明さ

せていただいた後、４の「果樹経営安定対策及び果樹共済（災害

収入共済方式）との比較」を、それから５の「果樹経営安定対策

の果樹共済（災害収入共済方式）検証」、６の「経営支援対策等

の今後の方向」という流れで御説明させていただきたいと考えて

おります。それでは１１ページの中間論点整理のところですが、

これは果樹部会で取りまとめていただいたものでありますが、今

回、一番右側の「平成１９年度以降」の「今後の対策」の部分に

ついて御議論いただきたいということで整理させていただいてお

ります。需給調整については上の２つ、経営支援対策について

は、他品目との検証、それからアンケート調査の実施について

は、これまでに議論いただいております。一番下の経営安定対

策、果樹共済等の検証を踏まえ、担い手に対する効果的な経営支

援対策を検討する部分が今回載せさせていただいた資料でござい

ます。 

 では、飛んで恐縮ですが、果樹共済との検証の前に、果樹共済

の制度について簡単に説明させていただきたいと思います。３１

ページの参考「果樹共済の概要」というところに整理させていた

だいております。農業災害補償制度は、掛金を農家の方に掛けて

いただいて、万が一、災害にあった場合に共済金を支払うという

保険制度になってございます。これにつきまして、共済の内容と



して３１ページの下の表に書いてございますが、果実の損害を対

象とする収穫共済とそれから将来にわたって果実を生産する樹体

そのものを対象とする樹体共済の２つがございます。収穫共済の

方は、半相殺、全相殺と書いておりますが、農家単位で損害を把

握し、被害のあったときに共済金を支払う制度であり、半相殺は

減収のみの損害を把握するものであり、全相殺は減収と増収分を

併せて相殺して損害を把握して共済金を支払うもので、その下の

樹園地単位方式は農家の園地単位で加入することができるという

ものであり、平成１５年の法改正により新たにできました。その

下の災害収入共済方式は量の減収だけではなく、品質の低下によ

る価格の低下を併せて見るような、災害が当然引き金となります

けれども、生産金額の減少に対して共済金を支払う方式です。樹

体共済は樹体そのものが枯死したり、流失とかの損害を対象とす

るもので、果樹共済にはこのようなものがございます。 

 ３２ページですが、掛金が高い等の理由により、果樹共済の引

受率が必ずしも高くない状況にあります。うんしゅうみかんから

パインアップルのそれぞれの引受率がありますが、県によっても

引受率に差がありますが、他の共済と比べても高くない状況にあ

るということでございます。そういったこともございまして、３

３ページの下の四角で囲った中に書いておりますが、これまでい

ろんな制度の見直しを行い、果樹共済の加入促進を図っておりま

す。１番目は掛金を安くするために農家が災害対策を選択して、

被害、いわゆる災害を幅広くするのではなく、特定の事故のみを

対象とし、掛金を安くするとか、２番目に書いていますように、

防風ネット等の防災施設を導入した場合に掛金を安くするとか、

これまでの被害状況を見て、あまり被害のないところについては

掛金を安くするとかの取組がなされております。右側に囲んでい

ますが、平成１５年の制度改正で今まで農家単位でしか加入でき

なかったものを園地単位で共済金を支払う樹園地方式の導入や出

荷資料で生産金額の把握できないといけませんが、これまでは農

林水産大臣が地域を指定していましたが、それをとっぱらって地

域を限定しないで加入できるようにする等、加入促進の取組がな

されております。 

 ２５ページは「経営安定対策及び果樹共済（災害収入共済方

式）との比較」という形で整理させていただいております。左側

が果樹経営安定対策、右側が果樹共済の災害収入共済方式でござ

いまして、経営安定対策は一定の補てん基準価格を下回った場

合、その価格と補てん基準価格の差額の８割を補てんするという

制度であります。右側の果樹共済の災害収入共済方式は、災害が

あった場合には、減収して、なおかつ気象災害による品質低下と

か減収で生産金額が基準となる基準生産金額の８０％を下回った

ときに補てんするというものでして、収量の低下にも対応します

し、価格の低下も対応するような制度となっております。 

 「経営安定対策と果樹共済（災害収入共済方式）の検証」につ

いては、２６ページから２８ページまで整理させていただいてお

ります。経営安定対策は価格の低下、果樹共済の災害収入共済方

式は災害が引き金となりますが、両方とも価格に対する補てんと

いう意味で両制度の重なる部分がございまして、両制度を検証す



る意味で、実際の農業者の方がどれだけの掛金や拠出金を支払

い、どれだけの共済金や補てん金を受け取っておられるのかを平

均的な農業者のモデルを使って比較するのが一番良かろうという

ことで整理させていただいております。２６ページにその試算の

前提を書いておりますが、第２回産地・経営小委員会の時、少し

紹介させていただきました経営安定対策の加入契約者の状況につ

いて主産県の経営安定対策の加入契約者の平均的な結果樹面積や

出荷量を使いまして、その農業者の方が果樹経営安定対策に加入

した時、果樹共済の災害収入共済方式に加入した時、拠出金、掛

金、それから具体的にこれまでの実績を踏まえてどれだけの補て

ん金なり共済金が出るのかということを整理したものでございま

す。前提に書いてございますが、果樹共済の災害収入共済方式は

長い実績があり、広島県では５～１５年産、愛媛県では５７～１

５年産、佐賀県では５７～１５年産、熊本県では７～１５年産の

実際に共済金が支払われた被害率を用い、掛金のデータは平均的

なデータを使っています。一方、経営安定対策では表、裏がある

ので直近の１４、１５年産の２年間の拠出金と補てん金の平均的

なデータを用いております。２８ページの（３）のりんごについ

ては、果樹共済の災害収入共済方式は青森県の相馬村しか引受け

をしておりませんで、掛金は相馬村のものを使っておりますが、

共済金の算定についてはうんしゅうみかん主産県の４県の被害率

の平均値を用いています。なお、経営安定対策の拠出金、補てん

金については１４，１５年産の実績を使い、試算させてもらって

おります。その結果は２７ページのうんしゅうみかんの右側の表

を見ていただきたいのですが、上が農業者が支払った拠出金、掛

金をのせております。熊本県以外は経営安定対策の拠出金と果樹

共済の掛金に大きな差はないということで、その下の表は実際、

農業者が受け取った経営安定対策の補てん金、果樹共済の共済金

の金額を比較したものでして、愛媛県、熊本県、佐賀県では災害

収入共済方式の方が多く、広島県では経営安定対策の方が多くな

っている状況です。２８ページはりんごでございます。経営安定

対策の拠出金より果樹共済の掛金が若干高くなっております。実

際の補てん金、共済金の支払いは、うんしゅうみかんの被害率を

基に試算しておりますが、経営安定対策の補てん金の２倍もらっ

ているということで果樹共済の共済金の方が高くなっておりま

す。経営安定対策の補てん金と比較して、果樹共済の共済金の方

が多く支払われており、経営安定対策の補てん金と同じかそれ以

上の共済金が農業者に入っているという結果になっているという

ことでございます。 

 ２９ページは、経営安定対策の加入契約者の意向について第５

回産地・経営小委員会のアンケートでその結果を御紹介いたしま

したが、今後の経営支援対策として何が良いかと尋ねると、前向

きな取組を行う農業者に対する支援というお答えが一番多かった

わけですが、果樹共済の災害収入共済方式に入っている人とそう

でない人とで、今後の経営支援対策として果樹共済の災害収入共

済方式への加入が重要であるとお答えになった方が、果樹共済の

災害収入共済方式の加入者とそうでない方にどれだけ差が出てい

るのかを示したものです。上から２番目が果樹共済の災害収入共



済方式の加入者であり、その下が半相殺や全相殺等の果樹共済加

入者、一番下が果樹共済の未加入者ですが、果樹共済の災害収入

共済方式への加入者は制度のメリットも理解していただいてお

り、果樹共済の災害収入共済方式が今後の経営支援対策として重

要であるとのお答えが多く、災害収入共済方式に加入していない

方と比べると、ほぼ倍以上のお答えとなっているような結果で、

災害収入共済方式の加入者は災害収入共済方式がある程度、セー

フティネットとして機能していると認識しているというふうに考

えております。 

 以上、経営安定対策と果樹共済（災害収入共済方式）との検証

を踏まえて、３０ページは需給調整対策も入りますので、「経営

支援対策等の今後の方向」ということで整理させていただいてお

ります。左側の「需給調整・経営安定対策」はこれまで御説明し

たように価格が低下して、毎年補てん対象となる県もある等の課

題等を書かせていただいております。ここでは、うんしゅうみか

んについて事例的に上げておりますが、うんしゅうみかんの価格

が低下して、特に担い手の経営を圧迫し、前向きな投資が困難な

状況となり、一番大きな影響を及ぼしているのではないかなと考

えております。 

 経営安定対策の加入契約者に対するアンケート結果では、需給

調整対策については生産構造を変えるような条件不利地を廃園に

するような取組や価格低下時に機動的に加工原料用果実に仕向け

る仕組みが必要というようなお答えをいただいておりまして、経

営支援対策としては、前向きな取り組みを行う農業者に助成する

対策に経営安定対策を転換すべきではないかとのお答えを３分の

２、６５％の方にお答えをいただいております。それから収入等

が基準を下回った場合に補てんする仕組みへの転換には４９％、

半数程度お答えをいただいておりまして、これを踏まえて平成１

９年度以降の経営支援対策等の方向ということで右側に整理させ

ていただいております。需給調整につきましては、価格安定を考

えると、計画的な生産・出荷を行う需給調整対策が今後も必要で

はないかと考えておりまして、３点、下に書いておりますが、1.

から3.まで次の対策の実施について、さらに検討が必要ではない

かということで整理しております。１点目はこれまでも御説明さ

せていただいているように、過剰感のある早生みかんについて

は、高品質の中晩かん類等へ品目転換していく必要があるでしょ

うし、条件不利地の廃園等の取組をしていただいて、生産構造そ

のものを変えていただいて、過剰感を改善するという取組が必要

ではないかと考えております。それから2.ですが、うんしゅうみ

かん、りんごについては、生産者団体の主導で計画的生産・出荷

を行っていくことが必要ですし、特に、うんしゅうみかんでは１

１月、出荷集中が懸念される場合は、緊急的に加工に仕向けるよ

うな取組等適切な出荷調整を実施することが必要ではないかと考

えております。それから3.ですが、その他の品目については、現

状、需給調整で大きな問題は生じておりませんで、引き続き、生

産者団体の主導による需給調整を行っていただく必要があると考

えております。その下の経営支援対策ですけれども、上の需給調

整が適切に実施されているということが前提となりますが、今後



の対策の方向ということで整理させていただいております。適切

な需給調整対策が実施されれば、実際、農業者が減収するという

のは、気象災害を伴うような品質の低下により価格が下がるとき

か、収量そのものが下がってしまうというものが農業者の収入減

少の大きな原因でありまして、気象災害による減収の補てんは果

樹共済が対応しており、一層の加入促進が必要ではないでしょう

か。左側に書いているような前向きな投資が困難というようない

ろいろな影響があり、それからアンケート調査結果も踏まえ、

1.、2.と書いておりますが、次のいずれかの対策についてさらに

検討が必要ではないかという整理をさせていただいております。

１点目は1.に書いてございますように、先ほど産地・担い手のと

ころで御説明させていただいた果樹産地構造改革計画に基づいた

取組に対して支援するということで、具体的に前向きな取組に対

し、支援して担い手の経営安定を図るというようなものでありま

して、例示で付けさせてもらっていただいておりますが、小規模

基盤整備とか、園地の流動化とか、改植等による優良品種・品目

への転換とか、条件不利地の廃園とかですね、こういった取組に

対して支援するようなことが必要ではないかということが１点

目、それからもう１点については、このまま、引き続き現状の経

営安定対策を続ける場合は、農林水産省全体、施策は担い手に集

約していくという形がとられておりますので、現状の対策を続け

るのであれば、担い手と担い手以外で補てん率に格差を設けるよ

うな形で担い手により配慮した対策への見直しが必要ではない

か。1.か2.のいずれかの対策の実施については、更に検討が必要

ではないかと考えております。以上でございます。 

○ 志村小委員長 

 ありがとうございました。それではご質問、ご意見等ございま

したらお願いします。なお、本日は、浅沼委員が所用のため１６

時２０分頃ご退席になり、岩崎委員が１６時３０分頃ご退席にな

りますので、そのお二方から先にご意見を頂きたいと思います。

まず、浅沼委員からお願いします。 

○ 浅沼委員 

 それでは失礼します。まず、２７ページ以降の経営安定対策と

災害収入共済方式の比較のところでございますが、この前提の基

で計算されますとこういう形になろうかと思いますが、もし、事

故がなくて、共済金なり、補てん金が支払われなかった場合、経

営安定対策の拠出金はそのまま残りますが、果樹共済（災害収入

共済方式）の掛金は掛け捨てが前提、無事戻しの制度はあります

が、掛け金は掛け捨てになっており、ちょっとニュアンスが違う

のではないかなという気がしました。 

 それから３０ページの今後の方向でございますが、うんしゅう

みかん、りんごを緊急的に加工仕向ける等適切な出荷調整を実施

すると取りまとめておられますが、私どもも、もちろんそのよう

に考えてございまして、昨年から自らの対策に使えるような資金

の積み立てをすべきであるということで各産地に投げかけている

わけでございますけれども、現実的には加工工場は今すべてＪＡ

や県連から独立しまして株式会社になっており、国産のみかんや



りんごを搾汁することになりますと、かなりの赤字を覚悟してや

らなければならないという問題等もありまして、受入れ先の加工

工場の問題、また、産地によっては自県に加工工場がなく、他県

の加工工場に持ち込む運賃の問題もあり、なかなかスムーズにい

かないという実態がございまして、政策的なてこ入れもお願いし

なければいけないのかなという感じを持っております。 

 次に経営支援対策でございますが、予算もあって２つの事例が

書いてあると思います。これまでの小委員会から考えると1.は外

せないのではないかと私は思います。いずれかを選ばなければい

けないのであれば、1.だと思います。 

○ 志村小委員長 

 ありがとうございました。続きまして、岩崎委員お願いしま

す。 

○ 岩崎委員 

 ３０ページの今後の方向なんですが、経営支援対策の1.か2.の

どちらかの対策というお話だったのですが、先程議論になった果

樹産地構造改革計画をなぜつくるかということを考えると、こう

いった支援を受けるためにつくるところがあるんですよね。1.で

なければ、計画自体の意味がなくなってしまうんじゃないかなと

思います。なぜ、計画をつくるのかインセンティブがないと、ち

ょっと難しいのではないかという気がしました。どこかにその仕

分けが書いてあれば、その辺についてお伺いしたいということが

１点です。それから、環境保全型農業の話題はちょっと前にも出

たと思うんですが、前向きな取り組みの中で、環境保全型農業に

取組む農業者に対して何らかの支援をするとか、その点を明確に

例の中に入れることはできないのかなということが意見としてあ

ります。以上です。 

○ 志村小委員長 

 今の２点について事務局お願いします。 

○ 西嶋課長補佐 

 １点目の計画への支援ということで、現時点で十分詰めきれて

いないのですが、例えば、生産振興総合対策では、交付金型とそ

れから直接、国で採択する直接採択型の２つがございますが、少

なくとも直接採択型の部分は、こういう計画を策定されたところ

について、国は支援するということを考えております。それから

かんきつの産地が対象となりますが、平成１７年度予算要求で、

かんきつの園地転換により極早生、早生品種の転換でありますと

か、廃園し、残ったところについては担い手に集約するというよ

うな取組みについては支援するということで、財務省に予算要求

しております。これらについては、計画を立てられたところへの

支援ということでのメリット措置ということで今考えておりま

す。それから、経営支援対策の1.については１９年度以降になり

ますが、先程申し上げたように平成１７年予算に加え、平成１９

年以降にこのような支援対策を検討するという方向で整理させて

いただいております。それからもう１点、環境保全型農業につき



ましては、事業についてはご説明しておりませんが、環境保全型

農業を支援するという意味で、品目にこだわらず、いくつかの支

援対策が講じられております。今、委員の御指摘の1.の検討は、

既存の事業との仕分けもございますので、引き続き検討させてい

ただきたいと考えております。環境については、今、企画部会の

方で、環境保全型農業、地域の環境を保全するような取組みに対

してどういった方向か明確化させておりませんで、そういったと

ころの支援も見ていかなければならないと思っております。 

○ 志村小委員長 

 ありがとうございました。それでは、岩垣委員お願いします。 

○ 岩垣委員 

 浅沼委員のおっしゃられたジュースにするという問題は難しい

ですよね。一番最後のところで、うんしゅうみかん、りんごにつ

いて補てん率に格差を設けるとありますよね。結局、今までの会

議でいろいろ考ると、そういう概念が入っていることはよくわか

りますが、現実的に難しいと思います。何か具体的な案があって

書かれているのかなと思いました。 

○ 志村小委員長 

 その当たりはどうですか。 

○ 西嶋課長補佐 

 2.のいわゆる補てん率の格差については、現行で稲作経営安定

対策で、すべての農業者の方を対象としたもの、一定の担い手要

件をかけて担い手のみに上乗せをするようなものをイメージし

て、全体の経営安定対策、また、農林水産省全体で担い手に施策

を集中していくという考え方もありますので、１つの方向とし

て、米で取り組まれているようなものをイメージし、ここに書か

せてもらっております。 

○ 桂委員 

 1.か2.のいずれかの施策を実施するということに非常に限られ

た予算の中で悩ましい判断を迫られているのだなと感じました。

1.については、基盤整備を中心としてやっていかないと今後の果

樹産地がどんどん先細りになっていくのが見えており、そういう

意味で1.を外してしまうと、何のための検討かということになっ

てしまう。2.についてもこれまで経営安定対策を検討し、担い手

にとってプラスの役割を果たし、一定の成果を果たしてきたとい

う整理をしてきたわけですから、本当言うと2.もあってしかるべ

きかなと思います。これまでの産地別ごとの実績を見てみます

と、本当に経営安定対策なんかいらないよ、俺たちは産地として

そういうものに乗っかって行く必要がないんだよという産地があ

る一方で、恒常的にそういうものに乗っている産地もあるわけ

で、もし、2.を外してしまうと後者の産地は、産地縮小が加速す

るのではないか、ただ、どっちがよいか1.なのか2.なのかという

答えは私にはありませんが、そういったことが想定されるという

ことを意見として言っておきます。 



○ 志村小委員長 

 ありがとうございました。次、金光委員さんお願いします。 

○ 金光委員 

 今まで各委員がいろいろ言われたように、３０ページの経営支

援対策についてはできれば1.と2.の両方できたらい良いと思いま

すが、どちらかと言えば1.は外せないと私は考えます。 

○ 志村小委員長 

 ありがとうございました。次、北口委員さんお願いします。 

○ 北口委員 

 私も同じような意見でして、1.の方が経営支援として適切でな

いかと考えます。それと果樹共済の関係ですが、果樹共済は、国

の補助が１／２と言われておりますが、例えば、果樹共済への加

入促進が行われた場合、国庫の限度とかあるのか知りたいです。 

○ 志村小委員長 

 何かありますか。 

○ 中安委員 

 果樹共済につきまして、アンケートに出てきた内容は、果樹共

済に加入されている方の場合、果樹共済の良さを考えられたので

しょう。これは今年みたいな年であれば、この評価は上がるのか

と思います。掛け捨てであるということに対して加入率が上がる

ことによって掛金が下がる可能性はあるのかということも関係が

あると思います。これは確認ですが、経営安定対策と果樹共済

（災害収入共済方式）という、今の状態であれば、特に災害関係

に関してはかなり効果が上がっているのかなと考えております。 

 ３０ページの1.か2.のいずれかと書かれていることは悩ましい

話で、1.は今までの議論からすると、この方向をこの小委員会で

考えてきましたので、その支援対策、計画を立てる中で経営支援

対策ということがどのように活かされているのかということは十

分賛成できます。そういう状況の中でも、担い手と担い手以外じ

ゃなくて、アウトサイダーというのでしょうか、前向きな取組み

を行う農業者に助成する対策というのは、担い手と担い手以外と

いうのではなく、この点は勘案していただいた方が良いのではな

いかという気がします。果樹産地構造改革計画では、担い手とい

う中核的な担い手とそれ以外の人で一緒につくるようになってお

り、そうなるとそこでは差を設けにくいかもしれません。1.を選

んだときには2.のような対策は取りにくいですが、それでもやは

り農家の中にはそういった意識もあります。私自身は1.を進めて

行く限りは差を設けない方が良いのではないかと思います。以上

です。 

○ 志村小委員長 

 ありがとうございました。掛け金の引下げについて事務局どう

ですか。 



○ 西嶋課長補佐 

 果樹共済の仕組み自体を私も十分理解していないものですか

ら、ここで明確なお答えはできません。ただ、１点言えること

は、加入率が上がれば、母集団が増えますから、それなりの対応

はとれるのではないかと思います。 

○ 志村小委員長 

 それでは、ここで資料６につきましてのご意見、ご質問等終わ

りまして、続きまして、会議のはじめにお伝えしましたように

「論点整理の取りまとめ」のための意見集約ですが、資料７の

「第４・５回小委員会における委員意見の概要」や参考資料３の

「果樹農業振興基本方針策定に当たっての中間論点整理」の産

地・担い手、経営関係のポイントについて、事務局から簡単に説

明いただいた上で、議論に入りたいと思います。資料７につきま

してご説明お願いします。 

○ 西嶋課長補佐 

 それでは、中間論点整理、参考２の産地・担い手、経営部分に

ついて簡単にご説明をさせていただいた後、資料７の第４、５回

産地・経営小委員会における各委員の先生方からいただいた意見

についてご紹介していきたいと考えております。 

 参考２の１ページから産地・担い手が入っております。「(1)産

地のあるべき姿」ということで、こちらにつきましては、本日の

主旨のところでも述べさせていただきましたけれども、今後の方

向に書いてあります通り、今後、競争力のある産地を再構築する

ために戦略的な取組が必要で、それに必要な目標や手段を果樹産

地構造改革計画という形で産地自らが策定をし、その計画に基づ

いた取組について、国の支援が必要。計画の評価を行うと整理さ

せていただいております。 

 それから、留意事項のほうは果樹産地構造改革計画の検討体制

ですとか、指導の体制ですとかを中心に整理させて頂いておりま

す。加工ですとか、観光果樹園等の販売戦略についても整理させ

て頂いております。 

 それから２ページ目、「(2)産地における担い手の位置づけ、役

割分担」ということで、今後の方向の中で、協議会の中で担い手

の明確化とそれ以外の農業者の役割分担の位置づけを明確にする

ことが重要と記載させて頂いております。 

 それから「(3)生産基盤の構造改革」につきましては、次のペー

ジ、３ページ目に今後の方向が書いておりますけれども、担い手

の育成という観点で基盤整備・集積、労働力確保を効率的に組み

合わせた一体的な取組が重要ではないかということ、それから基

盤整備に当たっては、優良品種・品目への転換を一体的に実施。

過剰感のある品目については端境期に出荷できる品種・品目への

転換、条件の悪いところでは廃園、園地転換等を推進、と位置づ

けさせていただいております。それから雇用については、産地で

労働力を調整するようなシステムの構築が必要、産地協議会にお

いても調査・検討が必要でないかと整理をさせていただいており

ます。 

 それから、「(4)持続型農業・その他」につきましては、今後の



方向、３ページの下の方に書いてありますけれども、開発段階に

ある技術については整理し、普及段階にある省力・低コスト栽培

技術、高品質果実の栽培技術の効率的に導入し、2.に書いてあり

ます通り、土づくりや環境保全型農業を推進することが必要とい

うことで、留意事項は、地球温暖化、鳥獣害等について研究が必

要ということでまとめさせていただいております。 

 それから４ページの２ 経営でございます。「(1)需給調整」に

つきましては、今後の方向の現行制度のところで整理させていた

だいております通り、目標配分について、販売単価や改植等の取

組実績を加味するということで担い手の生産拡大を促進させる、

それから時期別の出荷調整を確実に実施するということで整理さ

せていただいております。 

 それから、今後の対策につきましては、早生みかんを中心に、

中晩かんや普通みかん等の優良品種への転換、条件不利地につい

ては他品目への転換、廃園等園地転換を推進し、次の５ページ

で、生産者団体が主体となった体制の整備が需給調整においては

必要ではないかということ形で整理させていただいております。 

 それから、「(2)経営支援」のところにつきましても、今後の方

向を現行制度と今後の対策に分けさせて整理をさせていただいて

おりますけれども、５ページの下側、今後の方向での1.でござい

ますけれども、生産者団体は現行以上に需給調整対策を的確に推

進し高品質果実の生産を促進することで価格低下を防止すべきで

はないか、また、一定の価格水準に満たない低品位果実を補てん

対象から除外すべきではないか。それから６ページの2.にござい

ます補てん基準価格は、果実の品質等が評価された市場価格を踏

まえた価格設定が必要でないか、それから果樹共済のメリットを

充分に生産者にＰＲし、加入を一層向上させるべきではないかと

いう形で整理させていただいております。今後の対策につきまし

ては、経営支援対策については、全国的な需給調整を的確に行う

環境整備を前提として、効果的に担い手の経営安定に寄与する手

法を、他品目の経営安定対策も検証する、アンケート調査を実施

し、制度の見直しに活用すべきではないか、また6.に書かれてお

ります共済と経営安定の内容を比較検証してどのような対策が効

果的なのかということを検討して整理いただいております。以上

が中間論点整理で取りまとめを整理いただいた分です。 

 それから資料７についてですが、これまで２回、第４・５回の

委員会で先生方からご発言いただいた内容について整理させてい

ただいております。 

 １ページ目、担い手関係につきましては、浅沼委員から第４回

で「専業農家だけではなく、兼業農家も、担い手として位置づけ

るようなことが必要ではないか」、それから岩崎委員から「専業

農家や大規模農家以外に、兼業農家の役割も重要で計画の中で位

置づけていくのが重要ではないか」と、それから桂委員から「多

くの市町村で、後継者のいない農業者は、認定農業者にしないと

認識。後継者がいる農家は少ない状況で、担い手を認定農業者だ

けに限定するのは問題があるのではないか。」というご発言があ

りました。それから、中安委員から「複数品目を栽培している産

地と単作の産地との間で経営は違うので、経営の違いを踏まえた



形で、担い手を考えていくことが必要ではないか」、同じく「果

樹農業は７０歳ぐらいまでが限界ではないか」、桂委員から「担

い手で平均２ヘクタールの想定ができるか疑問。非常に集約的で

高品質産地であればあるほど規模拡大にはむしろ慎重。」という

ご発言をいただいております。 

 それから、果樹産地構造改革計画につきましては、桂委員から

土地の流動化の観点で「果樹産地構造改革計画の中に、しっかり

と土地利用計画を加えて、地域の土地利用をどうするかというこ

とを考えることが必要ではないか」、それから中安委員から「園

内道の整備、品種更新等、基盤整備ができないので、しっかりと

計画の中でセットしなければならないのではないか」と意見をい

ただいております。 

 それから、産地・担い手についての支援についてですが、岩崎

委員から「農業後継者と他産業からの新規参入者への支援策は異

なるため、もう少しきめ細やかな対応が必要ではないか」、とい

うことと、桂委員から「果樹経営者は１０万人から４万人程度に

近寄っていくだろうと思う。規模拡大が必要であるけれども、高

齢になると経営規模を減らしていかざるを得ない状況で、引き続

き、農業者の施策が必要。それから経営支援と高齢農家が続ける

園地の維持・管理に係る作業受託組織等のバックアップ体制の構

築が必要。また、高齢者が辞めた後の園地を集積するシステムの

構築も必要ではないか」とご発言いただいております。それか

ら、北口委員から「６０代も担い手と考える必要がある」それか

ら、中安委員から「労働力の確保が重要なので農業経営体として

の労働力の不足に加えて、産地としての対応が必要」というご発

言をいただいております。 

 それから、需給調整・経営安定対策については、浅沼委員から

「早生みかんだけではなく、他の果実についても早生みかんのよ

うに対策が必要」と、それから岩崎委員から「後継者の方たちが

安心して経営に参入できるような見通しが必要であり、経営安定

対策とどう関連付けていくのかが重要な課題ではないか」とご発

言をいただいております。 

 それから、環境保全型農業について、岩垣委員から「近年取組

も増えているので、少し後押しすれば、果樹の有機栽培が進むの

ではないか」、それと、中安委員から「環境保全型農業は、省力

化につながらない点も念頭に考慮することが必要がある。また、

環境保全の取組を、販売にどのように反映させるか。消費者にど

うアピールするか、ＪＡＳ等の制度とどう連携するか考えていく

ことが重要ではないか」とご発言いただいております。 

 その他について、岩垣委員から「隔年交互結実技術についても

高品質生産ができる部分もあるので、それについてはしっかりと

取り組むべきではないか。また、高品質果樹についてはマルチ、

点滴かん水式等品質向上に向けた努力が必要ではないか」と同じ

く桂委員からも「品質向上は必要でありましょう」と。あと岩垣

委員から「基盤整備は重要であり、園内道等の整備ができて初め

てＳＳ等の機械が生きてくる。それから、急傾斜地の小規模な園

地は、支援が必要ではないか」、金光委員から「農業生産法人や

作業受託組織を増やすような取組が必要ではないか」というご発



言をいただいております。以上です。 

○ 志村小委員長 

 どうもありがとうございます。それでは、本日の議論に資料７

を加え、特に追加する意見等がございましたら、お願いをしたい

と思います。退席時間も迫っておりますので、岩崎委員からお願

いいたします。 

○ 岩崎委員 

 今日発言した内容も盛り込んでいただけると思うので、それを

繰り返さなくてもよろしいかと思うのですが。確認したいこと

は、先程の経営安定対策の1.と2.の取り扱いについてですが、こ

の点をどのように整理するつもりなのかということ。1.か2.かど

っちかということではなく、もう少し精緻な検討が必要なのでは

ないかという気がするのですが。これはどのように整理するのか

ということをお聞きしてから、帰りたいと思います。 

○ 西嶋課長補佐 

 資料６の３０ページの経営支援対策で書かさせていただいたこ

とについては、これまでも経営安定対策について、予算的なとこ

ろもご説明させて頂きまして、１３年から１８年までで、１９２

億円のうちの予算の１３０億円を使ってしまったと、予算も残り

わずかな状況であるということで、全体の財政が限られた中でど

ういった形で、今後経営支援対策に取り組んでいくべきかという

ことを考えた場合に、こちらに書かれているような1.か2.いずれ

かを支援対策を講じていくという事が必要ではないかと考えてお

ります。限られた予算をいかに有効に使うかといったときに、こ

のどちらか、両方どちらも、というわけではなく、どちらかを選

んで対策を講じていくべきではないかと、いった観点で整理させ

ていただいております。 

○ 志村小委員長 

 続きまして、岩垣委員。 

○ 岩垣委員 

 資料７の委員の発言の方で６ その他の下から５行目くらいに

「基盤整備は重要であり、…」と言ったと思いますけれども、こ

の時に改植はこれからも重要であるし、それについては、ここに

書いてあるとおり、以下のように配慮しなければいけないなと、

改植という言葉は抜けない方がよいと思うのですが。今頃言って

申し訳ありませんが。 

○ 志村小委員長 

 桂委員。 

○ 桂委員 

 特にありません。 

○ 志村小委員長 



 金光委員。  

○ 金光委員 

 特にありません。 

○ 志村小委員長 

 北口委員。  

○ 北口委員  

 特にありません。 

○ 志村小委員長 

 中安委員。 

○ 中安委員 

 今まで言った内容をもう少し今日の議論を踏まえると、果樹産

地構造改革計画の策定に当たっては、産地を作っていくという合

意形成というものの配慮を考えながら、これを進めていく必要が

あるだろうと。中核的担い手というものを早く設定して、それと

併せて周りと一緒になってやっていく担い手がどのような形で、

協力していくか。そのために、産地協議会が、どういう協議会と

して作っていくのかがこの計画を作っていく上で重要になってく

るのではないか。担い手というものが多様な担い手の中で、中核

とその周りをどのように産地協議会でまとめるか、このあたりを

詰めていく必要があり、その上での支援対策を強化してほしいと

考えております。以上です。 

○ 志村小委員長 

 果樹産地構造改善計画をつくる、中核が産地協議会ですよね。

そこをしっかりやってくださいと。 

○ 中安委員 

 特に、担い手のところですね。 

○ 志村小委員長 

 他に何かございますでしょうか。他に何かありましたら、言い

忘れたこと等ありましたらお願いしたのですが。では、ご意見も

出尽くしたようですので、意見集約を行いたいと考えておりま

す。論点整理の取りまとめに向け、本来であれば本日いただいた

ご意見を踏まえて、中間論点整理に更に反映する文言を、ここで

議論したいところです。 

 しかし、具体的な文言について、議論することになりますと、

技術的な面も含めまして、一定の時間がかかることになりますの

で、ご意見の反映につきましては、小委員長に御一任いただきた

いと考えております。 

 なお、小委員会終了後に、反映する内容については、事務局と

相談したものを委員の皆様に再度御提示する形で調整したいと考

えておりますが、いかがでございましょうか。よろしいでしょう

か。御一任いただきましてありがとうございます。 



 それでは、論点整理に向けて、具体的な作業なり調整を開始し

ていきますので、委員皆様におかれましては、よろしくお願いし

ます。 

 本日の議論については、終わらせていただくこととしします。

なお、次回の小委員会につきましては、果樹園経営の基本的指標

等について議論していただくことになりますが、開催は新年、年

明けになると思いますので、引き続きよろしくお願いを申し上げ

ます。 

 それでは事務局の方からよろしくお願いします。 

○ 西嶋課長補佐 

 本日はご多忙の中のご出席に加え、長時間にわたるご議論いた

だきまして、誠にありがとうございました。 

 １２月１７日に果樹部会で論点整理を取りまとめる予定にして

おりまして、引き続き委員の皆様におかれましては、それに向け

て、意見照会をしたりと御面倒をおかけしますが、今後とも宜し

くお願いします。 

 それから、さきほど小委員長の方から、お話しいただきました

通り、果樹園経営の基本的指標等について議論につきまして、１

月、年明け以降ご検討いただくという予定にしております。日程

につきましては、事務局の方から照会させていただいた上で、日

程調整の方をさせていただきますので、宜しくお願いします。そ

れから、本日の小委員会の概要は、小委員長に御確認いただいた

上で、近日中に、農林水産省のホームページにおいて提示してい

く予定にしております。 

 また、詳細な議事録については、前回同様、後日委員の皆様に

御確認していただいた上で、農林水産省のホームページに掲載し

たいと考えておりますので、宜しくお願いします。 

 本日はご多忙の中、御出席いただきまして誠にありがとうござ

いました。 

－ 以 上 － 

１６：３０ 閉会 


